
個室ユニット型 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 市川三愛  

 市川三愛 ショートステイ ご利用料金 

 

 

平成３０年２月１日 現在（１日あたり）                       ６級地（10.33円） 

要介護度 基本利用料 ※注１ 利用者負担金 １割 利用者負担金 ２割 

要支援１ ５，２４７円 ５２４円 １，０４９円 

要支援２ ６，５１８円 ６５１円 １，３０３円 

要介護１ ６，９９３円 ６９９円 １，３９８円 

要介護２ ７，６７５円 ７６７円 １，５３５円 

要介護３ ８，４０８円 ８４０円 １，６８１円 

要介護４ ９，０９０円 ９０９円 １，８１８円 

要介護５ ９，７７２円 ９７７円 １，９５４円 

※上記の基本料金は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改訂された場合は、これらの基本料金 

も自動的に改定されます。 

 

負担段階一覧 

負担段階 第１段階 居住費／８２０円    食費／３００円 （１日あたり） 

負担段階 第２段階 居住費／８２０円    食費／３９０円 （１日あたり） 

負担段階 第３段階 居住費／１，３１０円  食費／６５０円 （１日あたり） 

※負担限度額認定証をお持ちの方はご提示ください。 

 

その他ご負担して頂く料金（介護保険対象外） 

居住費（個室１日あたり） ２，７５０円（所得に応じて減免あり） 

食費（１日あたり） １，７５０円（所得に応じて減免あり） 

持ち込み電化製品電気料（１日あたり） ５０円 

理美容費 実 費 

行事・外出行事費 実 費 

コピー代 １枚１０円 

その他 介護保険適用外のサービスは実費 

※お食事の内訳は朝食４５０円、昼食７００円（おやつ代込）、夕食６００円となっております。 

 

その他の各種加算料金（要件を満たす場合、上記の基本料金に以下の加算料金が含まれます。） 

加算の種類 加算要件 利用者負担料金 

看護体制加算Ⅰ（１日につき） 常勤正看１名以上配置 ４円 

看護体制加算Ⅱ（１日につき） 常勤換算で看護職員２名以上配置 ８円 

夜勤職員配置加算Ⅱ（１日につき） 夜勤時間帯に１か月平均で配置基準＋１名配置 １８円 

医療連携強化加算（１日につき） 厚生労働大臣が定める基準であり厚生労働大臣が

定める状態であれば算定 
５９円 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 

（１月につき７日を限度） 

医師の判断で短期入所生活介護が緊急的に必要と

認められた場合 
２０６円 



若年性認知症利用者受入加算 

（１日につき） 

厚生労働大臣が定める基準に適合し、短期入所生活

介護を利用した場合に算定 
１２３円 

サービス提供体制加算Ⅰイ（１日につき） 介護福祉士６０％以上の配置等、体制・人材・要件

を満たす場合で日常生活継続支援加算を算定して

いない場合 

１８円 

送迎加算（片道） 利用者に対して送迎を行う場合 １９０円 

個別機能訓練加算（１日につき） 厚生労働大臣が定める基準に適合し、短期入所生活

介護の利用者に対し個別機能訓練を行った場合 
５７円 

緊急短期入所受け入れ加算 

（１月につき７日を限度） 

居宅サービス計画において計画的に行うこととな

っていない場合において、緊急に短期入所生活介護

を利用した場合 

９２円 

長期利用減算（１日つき施設に対し） 長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する

場合 
３０円 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 

（１月につき合計金額に対し） 

介護保険法で定められる当該加算の算定要件を満

たす場合 

１か月の利用料金

の 5.9％ 

 

 

 

 

                                        


